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一

規

則

令
和
七
年
度
分
の
都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
に
お
け
る
基
準
財
政
需
要
額

の
算
定
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
一
号

令
和
七
年
度
分
の
都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
に
お
け
る
基
準

財
政
需
要
額
の
算
定
の
特
例
に
関
す
る
規
則

令
和
七
年
度
分
の
基
準
財
政
需
要
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
け
る
都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別
区
相

互
間
の
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
百
八
十
二
号
）
第
七
条
及

び
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
表
一
の
部
１
の
款
⑴
の
項

中
「
〇
・
八
〇
八
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
八
二
四
」
と
、
「
〇
・
八
九
七
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
〇

六
」
と
、
「
一
・
一
一
五
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
一
〇
六
」
と
、
「
一
四
・
六
七
九
」
と
あ
る
の
は

「
一
三
・
六
九
四
」
と
し
、
同
款
⑵
の
項
中
「
〇
・
五
〇
一
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
五
〇
〇
」
と
し
、

別
表
第
一
経
常
的
経
費
の
部
議
会
総
務
費
の
項
中
「０.６６５

」
と
あ
る
の
は
「０.６６４

」
と
、
「０.３３５

」

と
あ
る
の
は
「０.３３６

」
と
し
、
同
部
民
生
費
の
款
社
会
福
祉
費
の
項
中
「０.９３２

」
と
あ
る
の
は

「０.９３４

」
と
、
「０.０６８

」
と
あ
る
の
は
「０.０６６

」
と
し
、
同
款
老
人
福
祉
費
の
項
中
「０.９４９

」
と
あ

る
の
は
「０.９４８

」
と
、
「０.０５１

」
と
あ
る
の
は
「０.０５２

」
と
し
、
同
款
生
活
保
護
費
の
項
中

「０.９３４

」
と
あ
る
の
は
「０.９３２

」
と
、
「０.０６６

」
と
あ
る
の
は
「０.０６８

」
と
し
、
同
款
児
童
福
祉
費

の
項
中
「０.８６７

」
と
あ
る
の
は
「０.８６６

」
と
、
「０.１３３

」
と
あ
る
の
は
「０.１３４

」
と
し
、
同
款
国
民

健
康
保
険
事
業
助
成
費
の
項
中
「０.９０１

」
と
あ
る
の
は
「０.８９８

」
と
、
「０.０９９

」
と
あ
る
の
は

「０.１０２

」
と
し
、
同
部
衛
生
費
の
項
中
「０.８２６

」
と
あ
る
の
は
「０.８３７

」
と
、
「０.１７４

」
と
あ
る
の

は
「０.１６３

」
と
し
、
同
部
清
掃
費
の
款
清
掃
総
務
費
の
項
中
「０.６１８

」
と
あ
る
の
は
「０.６１９

」
と
、

「０.３８２

」
と
あ
る
の
は
「０.３８１

」
と
し
、
同
款
収
集
作
業
費
の
項
中
「０.８３５

」
と
あ
る
の
は

「０.８３４

」
と
、
「０.１６５

」
と
あ
る
の
は
「０.１６６

」
と
し
、
同
款
処
理
処
分
費
の
項
中
「０.９３２

」
と
あ

る
の
は
「０.９３３

」
と
、
「０.０６８

」
と
あ
る
の
は
「０.０６７

」
と
し
、
同
部
経
済
労
働
費
の
款
生
活
経
済

費
の
項
中
「０.４４５

」
と
あ
る
の
は
「０.４４１

」
と
、
「０.５５５

」
と
あ
る
の
は
「０.５５９

」
と
し
、
同
款
産

業
経
済
費
の
項
中
「０.７８８

」
と
あ
る
の
は
「０.７８５

」
と
、
「０.２１２

」
と
あ
る
の
は
「０.２１５

」
と
し
、

同
部
土
木
費
の
款
建
築
公
害
費
の
項
中
「０.６４６

」
と
あ
る
の
は
「０.６４５

」
と
、
「０.３５４

」
と
あ
る
の

は
「０.３５５

」
と
し
、
同
款
都
市
整
備
費
の
項
中
「０.７７１

」
と
あ
る
の
は
「０.７７４

」
と
、
「０.２２９

」
と

あ
る
の
は
「０.２２６

」
と
し
、
同
款
道
路
橋
り
よ
う
費
の
項
中
「－

０.０２５

」
と
あ
る
の
は
「０.０５０

」
と
、

「１.０２５

」
と
あ
る
の
は
「０.９５０

」
と
し
、
同
款
公
園
費
の
項
中
「０.５７５

」
と
あ
る
の
は
「０.５７０

」
と
、

「０.４２５

」
と
あ
る
の
は
「０.４３０

」
と
し
、
同
部
教
育
費
の
款
そ
の
他
の
教
育
費
の
項
中
「０.７１２

」
と

あ
る
の
は
「０.７１１

」
と
、
「０.２８８

」
と
あ
る
の
は
「０.２８９

」
と
し
、
別
表
第
二
経
常
的
経
費
の
部
議

会
総
務
費
の
項
中
「０.０１４

」
と
あ
る
の
は
「０.０１５

」
と
、
「０.９８５

」
と
あ
る
の
は
「０.９８４

」
と
し
、

同
部
民
生
費
の
款
社
会
福
祉
費
の
項
中
「０.９７２

」
と
あ
る
の
は
「０.９４５

」
と
、
「０.８４１

」
と
あ
る
の

は
「０.８４５

」
と
、
「３.０９７

」
と
あ
る
の
は
「３.０１３

」
と
、
「０.９８６

」
と
あ
る
の
は
「０.９８７

」
と
し
、

同
款
老
人
福
祉
費
の
項
中
「２４.７７８

」
と
あ
る
の
は
「２４.６６２

」
と
し
、
同
款
生
活
保
護
費
の
項
中

「１.２８１
」
と
あ
る
の
は
「１.２７５

」
と
、
「０.９３０

」
と
あ
る
の
は
「０.９２８

」
と
、
「０.２７４

」
と
あ
る
の

は
「０.２７８
」
と
、
「９.８３５

」
と
あ
る
の
は
「９.７５２

」
と
、
「０.４５６

」
と
あ
る
の
は
「０.４５８

」
と
、

「０.４５３

」
と
あ
る
の
は
「０.４５５

」
と
、
「０.１５２

」
と
あ
る
の
は
「０.１５７

」
と
、
「０.０６６

」
と
あ
る
の

は
「０.０６８

」
と
し
、
同
款
児
童
福
祉
費
の
項
中
「０.０８５

」
と
あ
る
の
は
「０.０８４

」
と
、
「２.４０７

」
と

あ
る
の
は
「２.３９４

」
と
、
「０.４６８
」
と
あ
る
の
は
「０.４６７

」
と
、
「０.５２９

」
と
あ
る
の
は
「０.６０３

」
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と
、
「０.８２０

」
と
あ
る
の
は
「０.７９５

」
と
、
「１３.２００

」
と
あ
る
の
は
「１３.０７３

」
と
、
「０.８６８

」
と

あ
る
の
は
「０.８６９

」
と
し
、
同
部
衛
生
費
の
項
中
「０.８５６

」
と
あ
る
の
は
「０.８１４

」
と
、
「０.９５６

」

と
あ
る
の
は
「０.９５８

」
と
し
、
同
部
土
木
費
の
項
中
「４.６８２

」
と
あ
る
の
は
「４.２９１

」
と
、

「０.０８１
」
と
あ
る
の
は
「０.１５７

」
と
し
、
同
部
教
育
費
の
款
そ
の
他
の
教
育
費
の
項
中
「１１.５２

」
と

あ
る
の
は
「１１.４３

」
と
、
「２９.５８

」
と
あ
る
の
は
「２９.３６

」
と
し
、
別
表
第
三
経
常
的
経
費
の
部
議

会
総
務
費
の
項
中
「１.００４

」
と
あ
る
の
は
「１.００３

」
と
、
「１.００７

」
と
あ
る
の
は
「１.００６

」
と
、

「１.０１１

」
と
あ
る
の
は
「１.００９

」
と
、
「１.０１４

」
と
あ
る
の
は
「１.０１２

」
と
、
「１.０１８

」
と
あ
る
の

は
「１.０１５

」
と
、
「１.０２１
」
と
あ
る
の
は
「１.０１８

」
と
、
「１.０２５

」
と
あ
る
の
は
「１.０２１

」
と
、

「１.０２８

」
と
あ
る
の
は
「１.０２４
」
と
、
「９,５９２

」
と
あ
る
の
は
「９,４６５

」
と
、
「０.０４９

」
と
あ
る
の

は
「０.０４８

」
と
、
「４０,８４９

」
と
あ
る
の
は
「４１,４００

」
と
し
、
同
部
民
生
費
の
款
社
会
福
祉
費
の
項

中
「３,７０６,０９１

」
と
あ
る
の
は
「３,８７４,０１１
」
と
、
「１６,２８６

」
と
あ
る
の
は
「１６,７４１

」
と
し
、
同

款
老
人
福
祉
費
の
項
中
「７４,１３２

」
と
あ
る
の
は
「７４,４７８

」
と
し
、
同
款
児
童
福
祉
費
の
項
中

「１,５３２,３５０

」
と
あ
る
の
は
「１,５６９,８９０

」
と
、
「１,９２９,６３０

」
と
あ
る
の
は
「１,９７６,６３０

」
と
、

「２,６３９,３４０

」
と
あ
る
の
は
「２,８９１,６００

」
と
、
「４,６６９,３４０
」
と
あ
る
の
は
「４,９６９,８３０

」
と
、

「１６４,２７２

」
と
あ
る
の
は
「１６５,１５２

」
と
、
「１２,７４７
」
と
あ
る
の
は
「１３,１１８

」
と
、

「３１５,５３０,５５８

」
と
あ
る
の
は
「３２４,３７３,２２６

」
と
、
「１１,８０９,１５６
」
と
あ
る
の
は
「１２,０４４,２４４

」

と
、
「１,６４５,４８６

」
と
あ
る
の
は
「１,７３１,８１９

」
と
し
、
同
款
国
民
健
康
保
険
事
業
助
成
費
の
項
中

「０.５３０４

」
と
あ
る
の
は
「０.５２４６

」
と
、
「０.６０５０

」
と
あ
る
の
は
「０.６０９２
」
と
、
「０.２６５７

」
と

あ
る
の
は
「０.２６２５

」
と
、
「０.９９２４

」
と
あ
る
の
は
「０.９９２５

」
と
し
、
同
款
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
事
業
助
成
費
の
項
中
「０.０５０３

」
と
あ
る
の
は
「０.０５０２

」
と
し
、
同
部
衛
生
費
の
項
中

「４４,７８７

」
と
あ
る
の
は
「４６,１１２

」
と
、
「１０,７０８

」
と
あ
る
の
は
「１１,７３７

」
と
、
「１.００６
」
と
あ

る
の
は
「１.００５

」
と
、
「１.０１１

」
と
あ
る
の
は
「１.０１０

」
と
、
「１.０１７

」
と
あ
る
の
は
「１.０１５
」
と
、

「１.０２２

」
と
あ
る
の
は
「１.０２０

」
と
、
「１.０２８

」
と
あ
る
の
は
「１.０２５

」
と
、
「１.０３３

」
と
あ
る
の

は
「１.０３０

」
と
、
「１.０３９

」
と
あ
る
の
は
「１.０３５

」
と
、
「１.０４４

」
と
あ
る
の
は
「１.０４０

」
と
し
、

同
部
清
掃
費
の
款
収
集
作
業
費
の
項
中
「５,７６１

」
と
あ
る
の
は
「５,８７７

」
と
し
、
同
款
収
集
車
両
費

の
項
中
「１,５９１

」
と
あ
る
の
は
「１,５９９

」
と
し
、
同
款
処
理
処
分
費
の
項
中
「２,８９９

」
と
あ
る
の
は

「２,９４２

」
と
し
、
同
部
経
済
労
働
費
の
款
生
活
経
済
費
の
項
中
「４７４

」
と
あ
る
の
は
「４７９

」
と
し
、

同
款
産
業
経
済
費
の
項
中
「１１,７８０,７５３

」
と
あ
る
の
は
「１２,２５０,９２９

」
と
、
「５９,３１４

」
と
あ
る
の

は
「５９,８１５

」
と
、
「１７９,８８４

」
と
あ
る
の
は
「１８５,５９３

」
と
し
、
同
部
土
木
費
の
款
建
築
公
害
費

の
項
中
「２,６７８

」
と
あ
る
の
は
「２,７６８

」
と
し
、
同
款
都
市
整
備
費
の
項
中
「１,１６６

」
と
あ
る
の
は

「１,２０６

」
と
し
、
同
款
道
路
橋
り
よ
う
費
の
項
中
「７８

」
と
あ
る
の
は
「８５

」
と
し
、
同
部
教
育
費

の
款
小
学
校
費
の
項
中
「０.０５００

」
と
あ
る
の
は
「０.０５１７

」
と
、
「０.１６９７

」
と
あ
る
の
は

「０.１７３４

」
と
、
「０.１８６４

」
と
あ
る
の
は
「０.１８５１

」
と
、
「０.５９３９

」
と
あ
る
の
は
「０.５８９７

」
と
、

「７３,７０６,３６５

」
と
あ
る
の
は
「７５,０４９,７２５

」
と
、
「８７,１９７,０７０

」
と
あ
る
の
は
「８９,１１１,３５８

」
と
、

「１１６,４９８,５０２

」
と
あ
る
の
は
「１１７,３５７,８５８

」
と
し
、
同
款
中
学
校
費
の
項
中
「０.０１８２

」
と
あ
る

の
は
「０.０１８９

」
と
、
「０.１２５３

」
と
あ
る
の
は
「０.１２８０

」
と
、
「０.１９９１

」
と
あ
る
の
は

「０.１９８１

」
と
、
「０.６５７４

」
と
あ
る
の
は
「０.６５５０

」
と
し
、
同
款
そ
の
他
の
教
育
費
の
項
中

「０.５３３

」
と
あ
る
の
は
「０.５４３

」
と
、
「０.４６７

」
と
あ
る
の
は
「０.４５７

」
と
、
「１,０３８,３９０

」
と
あ

る
の
は
「１,０６４,３３０

」
と
、
「１,４５７,３３０

」
と
あ
る
の
は
「１,４９３,１８０

」
と
、
「６,６９５

」
と
あ
る
の
は

「６,７４６

」
と
し
、
同
表
投
資
的
経
費
の
部
民
生
費
の
款
社
会
福
祉
費
の
項
中
「１.０３８

」
と
あ
る
の
は

「１.０４２

」
と
、
「１.０２１

」
と
あ
る
の
は
「１.０２３

」
と
し
、
同
款
老
人
福
祉
費
の
項
中
「１.０３７

」
と
あ

る
の
は
「１.０４１

」
と
、
「１.０２１

」
と
あ
る
の
は
「１.０２３

」
と
、
「１０,０１８

」
と
あ
る
の
は
「１３,５９２

」

と
し
、
同
部
衛
生
費
の
項
中
「１.０３８

」
と
あ
る
の
は
「１.０４２

」
と
、
「１.０２１

」
と
あ
る
の
は

「１.０２３

」
と
、
「７５６

」
と
あ
る
の
は
「１,０３３

」
と
し
、
同
部
土
木
費
の
款
建
築
公
害
費
の
項
中

「１,４６３

」
と
あ
る
の
は
「１,７９４

」
と
し
、
同
部
教
育
費
の
款
小
学
校
費
の
項
中
「－

Ｉ
×
２８８,２００×

１２
×
７５
１００ ＋

Ｊ

」
と
あ
る
の
は
「＋

Ｊ

」
と
、
「－

Ｈ
×
２８８,２００×

１２
×
７５
１００ ＋

Ｉ

」
と
あ
る
の
は

「＋
Ｉ

」
と
、
「－

Ｌ
×
２８８,２００×

１２
×
７５
１００ ＋

Ｍ

」
と
あ
る
の
は
「＋

Ｍ

」
と
し
、
同
款
中
学
校
費

の
項
中
「－

Ｉ
×
２８８,２００×

１２
×
７５
１００ ＋

Ｊ

」
と
あ
る
の
は
「＋

Ｊ

」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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